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産業教育施設・設備基準の改訂について

産業教育振興費国庫補助制度は，昭和２６年

に制定された「産業教育振興法」に基づき昭

和２７年から開始され現在に至っている。

この制度は，高等学校の設置者が，産業教

育のための実験実習施設・設備を整備する場

合，国がその整備に要する経費の一部を補助

する制度である。

国庫補助の対象となる施設・設備の基準

（以下，「施設・設備基準」とする）について

は，「産業教育振興法」第１５条を受けて「産

業教育振興法施行令」，「産業教育振興法施行

規則」に具体的な基準が定められており，こ

の基準に達していないものについて，これを

当該基準まで高めようとする場合において予

算の範囲内で補助することができるとしてい

る。

施設・設備基準は，昭和２７年の制定以降，

高等学校学習指導要領の改訂や産業社会の進

展等に伴う教育内容の変更等に対応するた

め，昭和３９年，昭和５１年，平成６年の計３度，

基準の改訂を行ってきたところである。

今回，平成１５年度から実施される新高等学

校学習指導要領において，専門教科「情報」，

「福祉」が新たに措置されたこと等に対応す

るため，有識者による「産業教育施設・設備

基準改訂のための検討会」を開催し，当該検

２．基準改訂の経緯

１．産業教育振興費国庫補助制度の概要
討会より提出された「産業教育施設・設備基

準案」に基づき施設・設備基準の改訂を行う

こととした。

今回の施設・設備基準の改訂においては，

a高等学校学習指導要領の改訂の趣旨を教育

現場に十分生かすために必要な基準とする

こと。特に専門教育に関する教科「情報」，

「福祉」が新たに措置されたことを踏まえ，

その促進が図られる基準とすること。

b近年における技術革新，情報化や国際化等，

社会の変化に対応可能な基準とすること。

c各学校の特色あるカリキュラム編成に対応

すること。

という３つの基本的方針を定め，基準の改訂

を行うこととした。

a産業教育振興法施行規則別表第一で表記し

ていた「例示実習室名」，「数量」，「例示品

名」を表記からはずし，別途，通知で行う

こととし，例示に縛られること無く，必要

な施設・設備の整備を行いやすいようにし

た。

b新学習指導要領において，専門教科「情報」，

「福祉」が措置されたことを踏まえ，従前

の職業教科（農業，工業，商業，水産，家

庭，看護）に加え，情報，福祉を新たに施

設・設備基準の対象に加えることとした。

４．基準改訂の内容

３．基準改訂の基本方針
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c新学習指導要領において，総合学科におけ

る各教科・科目の必修単位数が従前の３０単

位以上から２５単位以上に改められたことか

ら，本基準の対象とする総合学科を，「職

業科目を３０単位以上開設している総合学

科」から，「職業科目を２５単位以上開設し

ている総合学科」に見直した。

d学習指導要領の改訂に伴い，各学校におい

て開設している科目の通常履修が想定され

る基本的な単位数を各科目群ごとに定めた

「標準単位」を見直した。また新学習指導

要領において，専門教科「情報」，「福祉」

が措置されたことや，各教科における科目

の見直し等を踏まえ，各「科目群」ごとの

「基準金額」及び「基準面積」を見直した。

（資料１）

e学習指導要領の改訂に伴い，各教科におけ

る科目の見直しを踏まえ，各「科目群」ご

とに適用する科目の見直しを図った。

（資料２）
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